
第１回向日市中学校給食検討委員会 次第

日時 平成２７年９月３０日（水）

午後３時から

場所 向日市民会館 第１会議室

１ あいさつ

２ 委嘱状交付

３ 委員及び事務局職員の紹介

４ 委員長及び副委員長選出

５ 会議事項

(1) 向日市中学校給食検討委員会の会議の公開に関する要綱及び向日市中学校給食

検討委員会傍聴要領について

(2) 中学校給食の現状について

(3) アンケート調査について

６ その他



向日市中学校給食検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、向日市立中学校における給食の導入について検討するた

め、向日市中学校給食検討委員会（以下「委員会」という。）を設置し、所掌

事務を定めるとともに、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を向日市教育委

員会教育長（以下「教育長」という。）に報告する。 

(1) 中学校の昼食の在り方に関する事項 

(2) 中学校給食の方式及び導入に関する事項 

(3) 昼食に関するアンケート調査に関する事項 

(4) その他中学校給食の検討に必要な事項 

（組織) 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市立中学校校長 

(3) 市立小学校校長 

(4) 市立中学校教諭 

(5) 市立中学校養護教諭 

(6) 市立小学校栄養教諭 

(7) 市立各中学校ＰＴＡ 

(8) 市立小学校ＰＴＡ 

(9) 市教育委員会教育部長 

（10）市教育委員会教育部栄養士 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する報告を行うまでの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、

委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。 



２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他委員以外の者に対し

て、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求め

ることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年９月３日から施行する。 

 



向日市中学校給食検討委員会の会議の公開に関する要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、向日市審議会等の会議の公開に関する指針（以下「指針」

という。）に基づき、向日市中学校給食検討委員会（以下「委員会」という。）

の会議（以下「会議」という。）の公開に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （会議の公開） 

第２条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、指針の３に規定す

る事項について審議するときは、会議の全部又は一部を公開しないことがあ

る。 

 （公開の方法等） 

第３条 会議の公開は、委員長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。 

２ 委員長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努め

るものとする。 

  （会議を傍聴できる者） 

第４条 公開した会議は、傍聴要領に定めるところにより傍聴を許可しない者

を除き、何人も傍聴することができる。 

  （傍聴の定員） 

第５条 傍聴の定員は、１０人とする。ただし、会場の都合によりこれを増減

することができる。 

 （傍聴要領） 

第６条 傍聴の手続その他傍聴に関し必要な事項は、傍聴要領で定める。 

 （会議の開催の公表） 

第７条 会議の開催は、事前に公表する。ただし、緊急に会議を開催する必要

が生じた場合において、事前に公表する暇がないと認めるときは、この限り

でない。 

２ 前項の公表は、広報紙、ホームページへの掲載又は庁舎内の掲示その他適

当な方法により行うものとする。 

３ 第１項の公表は、次に掲げる事項について、行うものとする。 

(1)  会議の名称 

(2) 会議の議題 

(3)  会議の開催日時及び場所 

(4)  傍聴に関する事項 

(5)  問い合わせ先 

(6)  その他必要な事項 



 

 （資料の閲覧等） 

第８条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。 

 （会議録の作成等） 

第９条  会議録は、発言者の発言内容ごとの要点記録により、速やかに作成す

るものとする。 

２ 公開した会議の会議録の写しは、閲覧等に供するものとする。 

３ 審議の概要等を作成したときは、ホームページ等を活用し、公表に努める

ものとする。 

 （事務局） 

第１０条 会議の公開に関する事務は、教育部学校教育課において行うものと

する。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

    附 則 

 この要綱は、平成２７年９月３０日から施行する。 

 



向日市中学校給食検討委員会傍聴要領（案） 

 

１ 趣旨 

  この要領は、向日市中学校給食検討委員会（以下「委員会」という。）の会

議（以下「会議」という。）の傍聴に関し、必要な事項を定める。 

２ 傍聴の手続 

（１）傍聴の希望者は、会議の開催時刻の１０分前までに、傍聴希望者受付票に

氏名及び住所を記入しなければならない。 

（２）傍聴の希望者が定員を超える場合は、受付をした者の中から抽選により決

定するものとし、定員を超えない場合は、開催時刻まで先着順で傍聴を認め

るものとする。 

（３）前号により許可を受けた者に、向日市中学校給食検討委員会傍聴許可証を

交付するものとする。 

３ 傍聴を許可しない者 

  次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴を許可しない。 

（１）凶器等他人に危害を与えるおそれのある物を携帯している者 

（２）旗、のぼり、プラカ－ド等の示威行為のための物を携帯している者 

（３）酒気を帯びていると認められる者 

（４）その他会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

４ 傍聴者の守るべき事項 

（１）会議中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否

を表しないこと。 

（２）騒ぎ立てる等して、議事を妨害しないこと。 

（３）会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

（４）他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。 

（５）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、委員会

の許可を得た場合は、この限りでない。 

（６）係員の指示に従うこと。 

（７）会議中において非公開の決定がなされたときは、直ちに退場すること。 

（８）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

５ 違反者に対する措置 

  傍聴者が会議を傍聴するに当たり、この要領に違反したときは、委員長は注

意し、なお、これに従わないときは、退場を命じることができるものとする。 

６ その他                                                               

    この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

附 則 

この要領は、平成２７年９月３０日から施行する。 



平成２５年５月１日現在

学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比

1 北 海 道 633        605        95.6     12          1.9      11          1.7      628        99.2     

2 青 森 県 164        151        92.1     1            0.6      12          7.3      164        100.0   

3 岩 手 県 173        152        87.9     4            2.3      17          9.8      173        100.0   

4 宮 城 県 207        199        96.1     6            2.9      1            0.5      206        99.5     

5 秋 田 県 121        120        99.2     -            -       -            -       120        99.2     

6 山 形 県 104        95          91.3     6            5.8      2            1.9      103        99.0     

7 福 島 県 229        225        98.3     -            -       4            1.7      229        100.0   

8 茨 城 県 231        228        98.7     3            1.3      -            -       231        100.0   

9 栃 木 県 165        160        97.0     -            -       -            -       160        97.0     

10 群 馬 県 170        166        97.6     -            -       1            0.6      167        98.2     

11 埼 玉 県 421        419        99.5     -            -       1            0.2      420        99.8     

12 千 葉 県 382        382        100.0   -            -       -            -       382        100.0   

13 東 京 都 630        618        98.1     -            -       9            1.4      627        99.5     

14 神奈川県 416        104        25.0     -            -       161        38.7     265        63.7     

15 新 潟 県 240        237        98.8     1            0.4      1            0.4      239        99.6     

16 富 山 県 80          80          100.0   -            -       -            -       80          100.0   

17 石 川 県 92          90          97.8     -            -       2            2.2      92          100.0   

18 福 井 県 76          72          94.7     4            5.3      -            -       76          100.0   

19 山 梨 県 89          86          96.6     -            -       -            -       86          96.6     

20 長 野 県 190        186        97.9     -            -       1            0.5      187        98.4     

21 岐 阜 県 187        186        99.5     -            -       -            -       186        99.5     

22 静 岡 県 265        256        96.6     1            0.4      7            2.6      264        99.6     

23 愛 知 県 418        417        99.8     -            -       -            -       417        99.8     

24 三 重 県 164        109        66.5     -            -       15          9.1      124        75.6     

25 滋 賀 県 100        55          55.0     2            2.0      3            3.0      60          60.0     

26 京 都 府 172        119        69.2     -            -       6            3.5      125        72.7     

27 大 阪 府 465        201        43.2     3            0.6      24          5.2      228        49.0     

28 兵 庫 県 350        188        53.7     1            0.3      101        28.9     290        82.9     

29 奈 良 県 105        73          69.5     -            -       4            3.8      77          73.3     

30 和歌山県 128        88          68.8     -            -       -            -       88          68.8     

31 鳥 取 県 61          47          77.0     -            -       12          19.7     59          96.7     

32 島 根 県 100        94          94.0     -            -       4            4.0      98          98.0     

33 岡 山 県 163        158        96.9     -            -       3            1.8      161        98.8     

34 広 島 県 241        171        71.0     6            2.5      52          21.6     229        95.0     

35 山 口 県 157        156        99.4     -            -       -            -       156        99.4     

36 徳 島 県 86          85          98.8     -            -       -            -       85          98.8     

37 香 川 県 70          70          100.0   -            -       -            -       70          100.0   

38 愛 媛 県 136        135        99.3     -            -       -            -       135        99.3     

39 高 知 県 108        67          62.0     -            -       22          20.4     89          82.4     

40 福 岡 県 344        294        85.5     -            -       50          14.5     344        100.0   

41 佐 賀 県 92          69          75.0     2            2.2      20          21.7     91          98.9     

42 長 崎 県 178        144        80.9     -            -       33          18.5     177        99.4     

43 熊 本 県 171        166        97.1     1            0.6      -            -       167        97.7     

44 大 分 県 129        126        97.7     -            -       3            2.3      129        100.0   

45 宮 崎 県 136        134        98.5     -            -       -            -       134        98.5     

46 鹿児島県 233        231        99.1     -            -       -            -       231        99.1     

47 沖 縄 県 150        149        99.3     -            -       -            -       149        99.3     

9,722      8,363      86.0     53          0.5      582        6.0      8,998      92.6     

総数都道府県名

計

都道府県別学校給食実施状況（公立中学校数）

計ミルク給食補食給食完全給食



平成26年5月１日現在

向日市 6 6 100.0% 3 0 0.0% 0 0 0 0.0%

長岡京市 10 10 100.0% 4 0 0.0% 0 0 0 0.0%

大山崎町 2 2 100.0% 1 0 0.0% （選択性デリバリー弁当） 0 0 0 0.0%

乙訓局小計 18 18 100.0% 8 0 0.0% 0 0 0 0.0%

宇治市 22 22 100.0% 10 0 0.0% （選択性デリバリー弁当） 0 0 0 0.0%

城陽市 10 10 100.0% 5 5 100.0% センター方式 0 0 5 100.0%

八幡市 8 8 100.0% 4 0 0.0% （選択性デリバリー弁当） 0 0 0 0.0%

京田辺市 9 9 100.0% 3 0 0.0% （選択性デリバリー弁当） 0 0 0 0.0%

木津川市 13 13 100.0% 5 5 100.0% センター方式 0 0 5 100.0%

久御山町 3 3 100.0% 1 0 0.0% 0 1 1 100.0%

井手町 2 2 100.0% 1 1 100.0% センター方式 0 0 1 100.0%

宇治田原町 2 2 100.0% 1 1 100.0% センター方式 0 0 1 100.0%

精華町 5 5 100.0% 3 0 0.0% （選択性デリバリー弁当） 0 0 0 0.0%

相楽東部広域連合 3 3 100.0% 2 2 100.0% センター方式 0 0 2 100.0%

山城局小計 77 77 100.0% 35 14 40.0% 0 1 15 42.9%

亀岡市 18 18 100.0% 8 0 0.0% 0 0 0 0.0%

南丹市 17 17 100.0% 4 4 100.0% センター方式 0 0 4 100.0%

京丹波町 5 5 100.0% 3 3 100.0% センター方式 0 0 3 100.0%

南丹局小計 40 40 100.0% 15 7 46.7% 0 0 7 46.7%

綾部市 10 10 100.0% 6 4 66.7% 自校方式（４校） 0 2 6 100.0%

福知山市 24 24 100.0% 9 9 100.0% センター方式 0 0 9 100.0%

舞鶴市 18 18 100.0% 7 5 71.4% デリバリー方式（５校） 0 0 5 71.4%

中丹局小計 52 52 100.0% 22 18 81.8% 0 2 20 90.9%

宮津市 7 7 100.0% 3 0 0.0% 0 1 1 33.3%

京丹後市 20 20 100.0% 7 7 100.0%
自校方式（５校）

センター方式（２校）
0 0 7 100.0%

伊根町 2 2 100.0% 1 1 100.0% 自校方式 0 0 1 100.0%

与謝野町 9 9 100.0% 2 2 100.0% センター方式 0 0 2 100.0%

与謝野町宮津市
中学校組合 － － 1 1 100.0% センター方式 0 0 1 100.0%

丹後局小計 38 38 100.0% 14 11 78.6% 0 1 12 85.7%

市町村計
(京都市除) 225 225 100.0% 94 50 53.2% 0 4 54 57.4%

京都市 166 166 100.0% 73 71 97.3% デリバリー方式 0 1 72 98.6%

京都府 － － 2 0 0.0% 0 0 0 0.0%

合　　　計 391 391 100.0% 169 121 71.6% 0 5 126 74.6%

※京都府作成の資料を基に、実施方式欄を追加した向日市作成資料

平成26年度　学校給食実施状況（京都府公立小中学校数）

市町村名
小      学      校 中      学      校

全学校 完全 完給率 ミルク 実施計 実施率全学校 完全 完給率 実施方式 補食



学校給食の実施方法について 

 （学校給食の提供方法・提供形態・実施方法） 

 

１．学校給食の提供方法 

（１）全員喫食方式 

同じ献立の給食を生徒全員が食べる方式。 

（２）選択制方式 

市が提供する給食か、家庭の弁当かどちらかを選べる方式。 

 

２． 学校給食の提供形態 

（１）食缶方式 

小学校給食と同じ方式。1 クラス分ずつまとめて保温容器（食缶）に入れてある

ものを教室に運搬し、教室で食器に盛り付け配膳する方式。 

（２）弁当箱方式 

あらかじめ 1 人分ずつを弁当箱に詰めてあるものを提供する方式。 

 

３．学校給食の実施方式 

学校給食を実施するにあたっては、その給食をどこで作るかによって、また、調理施設

と学校敷地との位置関係等から、主に４つの実施方式がある。 

（１）自校方式（単独調理場方式） 

各中学校の敷地に給食室を建設し、そこで給食を調理する方式。 

（現在の向日市立小学校給食の方式） 

（２）親子方式 

既存の小学校の給食施設で、中学校の給食も調理し、配送する方式。 

調理場を持つ学校が「親」、調理場を持たない学校が「子」となる。 

（３）センター方式（共同調理場方式） 

学校外に給食調理施設を建設して、複数の中学校の給食を一括調理し、各中学校へ 

配送する方式。 

（４）デリバリー方式（民間調理場方式） 

民間事業者が持つ調理施設で給食を調理し、弁当箱に入れて各中学校へ配送する方式。 



 

 

中学校の昼食に関するアンケートについて（素案） 

 

 

 

 

１ 調査の目的 
  中学生の昼食に関する意識、実態を把握し、中学校給食導入について検討するため

の基礎資料とする 

 

 

２ 調査対象者 
 市立各小学校 ４年生～６年生 

 市立各小学校 該当児童保護者 

 市立各中学校 １年生～２年生 

 市立各中学校 該当生徒保護者 

 市立各中学校 常勤の教職員 

 

 

３ 調査項目 
 ・朝食摂取の状況（児童・児童の保護者・生徒・生徒の保護者） 

・弁当の持参状況（生徒・生徒の保護者） 

・希望する昼食の方法（全員） 

・中学校給食への期待事項（児童の保護者・生徒・生徒の保護者・中学校教職員） 

・食育（中学校教職員） 

・中学校給食実施上の課題（中学校教職員） 

 

 

 

 



向日市中学校昼食　アンケート（児童用）（素案）

対
象

項目 選択肢

① 毎日食べている
② 週５～６回
③ 週３～４回
④ 週１～２回
⑤ 食べていない
① 食欲がないから
② 食べる時間がないから
③ 朝食が用意されていないから
④ ダイエットのため
⑤ その他（　　）
① 小学校のような給食
② 弁当箱に盛り付けられた給食
③ 家庭の弁当
④ 家庭の弁当か弁当箱に盛り付けられた給食を選択
できる昼食

① 小学校の給食に慣れているから
② 温かい給食がよいから
③ みんなと同じ物を食べられるから
④ お弁当を毎日持っていくのが面倒だから
⑤ その他（　　）

① 配膳・後片付けが簡単
② みんなと同じ物を食べられるから
③ お弁当を毎日持っていくのが面倒だから
④ その他（　　）

① お弁当の方が好きだから
② 給食当番をしなくてよいから
③ 自分の好きな物や食べる量を調整できるから
④ 弁当を通じて親との会話ができる
⑤ その他（　　）
① 家からの弁当だけだと栄養が偏るから
② 家庭弁当だけ、弁当箱に盛り付けられた弁当だけ
だとあきるから

③ お弁当を毎日つくるのは親が大変だから
④ その他（　　）

7

質問３で④と回答の方
「選択できる昼食」と答えた理由は何で
すか
（２つまで選択）

昼食

児
童
用

質　問

朝食

3

朝食を食べていますか1

6
質問３で③と回答の方
「家庭の弁当」と答えた理由は何ですか
（２つまで選択）

2
質問１で②③④⑤と回答の方
朝食を食べていない理由は何ですか

4

質問３で①と回答の方
「小学校のような給食」が良いと答えた
理由は何ですか
（２つまで選択）

5

質問３で②と回答の方
「弁当箱に盛り付けられた給食」が良い
と答えた理由は何ですか
（２つまで選択）

中学校ではどのような昼食を食べたいで
すか



向日市中学校昼食　アンケート（小学校保護者用）（素案）

対
象

項目 № 質　問 選択肢

① 毎日食べている
② 週５～６回
③ 週３～４回
④ 週１～２回
⑤ 食べていない
① 食欲がないから
② 食べる時間がないから
③ 朝食が用意されていないから
④ ダイエットのため
⑤ その他（　　）
① 小学校のような給食
② 弁当箱に盛り付けられた給食
③ 家庭の弁当
④ 家庭の弁当か弁当箱に盛り付けられた給食を選択で
きる昼食

① 小学校の給食に慣れているから
② 温かい給食がよいから
③ 栄養バランスが考えられているから
④ 食育にふれるきっかけになるから
⑤ みんなと同じ物を食べられるから
⑥ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑦ お弁当を準備するのが大変だから
⑧ その他（　　）

① 子どもの配膳・後片付けの手間がなくなるから
② 栄養バランスが考えられているから
③ 食育にふれるきっかけになるから
④ みんなと同じ物を食べられるから
⑤ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑥ お弁当を準備するのが大変だから
⑦ その他（　　）

① お弁当をつくってあげたい
② アレルギー対応が細やかにできる
③ 子どもの好きな物を反映させてもらえるから
④ その日の体調に合わせて量を調整できるから
⑤ 弁当の食べ残しにより子どもの体調を把握できる
⑥ 弁当を通じて子との会話ができる
⑦ その他（　　）
① 弁当箱に盛り付けられた給食も選べると栄養バラン
スの補填ができる

② 両方の弁当を選べることで子どもの楽しみが広がる
③ 毎日弁当をつくる負担の軽減になる
④ その他（　　）
① 温かい昼食
② 栄養バランスの良さ
③ 経済的に恵まれない家庭の支援
④ アレルギー対応の細やかさ
⑤ 苦手な食材の克服
⑥ 食材の安全性
⑦ 食への関心や知識の取得
⑧ その他（　　）

7

質問３で④と回答の方
「選択できる昼食」と答えた理由は何で
すか
（２つ以内選択）

あなたのお子さんは朝食を食べますか

2
質問１で②③④⑤と回答の方
あなたのお子さんが朝食を食べない理由
は何ですか

4

質問３で①と回答の方
「小学校のような給食」が良いと答えた
理由は何ですか
（３つ以内選択）

5

質問３で②と回答の方
「弁当箱に盛り付けられた給食」が良い
と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

中学校給食に期待することは何ですか
（３つ以内選択）

小
学
校
保
護
者
用

昼食

3
中学校での昼食について何を食べさせた
いですか

8

朝食

1

6
質問３で③と回答の方
「家庭の弁当」と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）



向日市中学校昼食　アンケート（生徒用）（素案）

対
象

項目 選択肢

① 毎日食べている
② 週５～６回
③ 週３～４回
④ 週１～２回
⑤ 食べていない
① 食欲がないから
② 食べる時間がないから
③ 朝食が用意されていないから
④ ダイエットのため
⑤ その他（　　）
① 毎日
② 週３～４日
③ 週１～２日
④ 持ってこない
① 校内販売のパン
② コンビニなどで買ったおにぎりやパン
③ 食べていない
④ その他（　　）
① ３００円以下
② ３０１円～４００円
③ ４０１円～５００円
④ ５０１円以上
⑤ その他（　　）
① 小学校のような給食
② 弁当箱に盛り付けられた給食
③ 家庭の弁当
④ 家庭の弁当か弁当箱に盛り付けられた給食を選択で
きる昼食

① 小学校の給食に慣れているから
② 温かい給食がよいから
③ 栄養バランスが考えられているから
④ 食育にふれる機会になるから
⑤ みんなと同じ物を食べられるから
⑥ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑦ お弁当を毎日持っていくのが面倒だから
⑧ その他（　　）

① 配膳・後片付けが簡単
② 栄養バランスが考えられているから
③ 食育にふれる機会になるから
④ みんなと同じ物を食べられるから
⑤ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑥ お弁当を毎日持っていくのが面倒だから
⑦ その他（　　）

① お弁当の方が好きだから
② 給食当番をしなくてよいから
③ 自分の好きな物を反映させてもらえるから
④ その日の体調に合わせて量を調整できるから
⑤ お昼の時間にすぐに食べられるから
⑥ 弁当を通じて親との会話ができるから
⑦ その他（　　）
① 家からの弁当だけだと栄養が偏るから
② 家庭弁当だけ、弁当箱に盛り付けられた弁当だけだ
とあきるから

③ お弁当を毎日つくるのは親が大変だから
④ その他（　　）
① 温かい昼食
② 栄養バランスの良さ
③ 配膳・後片付けの容易さ
④ 食べられない物（アレルギー）への対応
⑤ 苦手な食材の克服
⑥ 食への関心や知識の取得
⑦ その他（　　）

7

質問６で①と回答の方
「小学校のような給食」が良いと答えた
理由は何ですか
（３つ以内選択）

8

質問６で②と回答の方
「弁当箱に盛り付けられた給食」が良い
と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

9
質問６で③と回答の方
「家庭の弁当」と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

質　問

6
中学校ではどのような昼食を食べたいで
すか

朝食

11
中学校給食に期待することは何ですか
（３つ以内選択）

1 朝食を食べていますか

2
質問１で②③④⑤と回答の方
朝食を食べない理由は何ですか

生
徒
用

中学校の昼食は家庭で作ったお弁当を
持ってきていますか

4
質問３で②③④と回答の方
お弁当を持って来ない日の昼食は何を食
べていますか

5
質問３で②③④と回答の方
お弁当を持って来ない日の昼食代はいく
らくらいですか

10

質問６で④と回答の方
「選択できる昼食」と答えた理由は何で
すか
（２つ以内選択）

昼食

3



向日市中学校昼食　アンケート（中学校保護者用）（素案）

対
象

項目 № 質　問 選択肢

① 毎日食べている
② 週５～６回
③ 週３～４回
④ 週１～２回
⑤ 食べていない
① 食欲がないから
② 食べる時間がないから
③ 朝食が用意されていないから
④ ダイエットのため
⑤ その他（　　）
① 毎日作っている
② 週３～４回
③ 週１～２回
④ ほとんど作らない
① 毎日の献立に苦慮するから

② 作る時間がないから

③ 子どもが弁当を好きでないから

④ 作るのが面倒だから

⑤ その他（　　）

① 校内販売のパン
② コンビニなどで買ったおにぎりやパン
③ 食べていない
④ その他（　　）
① ３００円以下
② ３０１円～４００円
③ ４０１円～５００円
④ ５０１円以上
⑤ その他（　　）
① 小学校のような給食
② 弁当箱に盛り付けられた給食
③ 家庭の弁当
④ 家庭の弁当か弁当箱に盛り付けられた給食を選択でき
る昼食

① 小学校の給食に慣れているから
② 温かい給食がよいから
③ 栄養バランスが考えられているから
④ 食育にふれるきっかけになるから
⑤ みんなと同じ物を食べられるから
⑥ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑦ お弁当を準備するのが大変だから
⑧ その他（　　）

① 子どもの配膳・後片付けの手間がなくなるから
② 栄養バランスが考えられているから
③ 食育にふれるきっかけになるから
④ みんなと同じ物を食べられるから
⑤ 好き嫌いを直すきっかけになるから
⑥ お弁当を準備するのが大変だから
⑦ その他（　　）

① お弁当をつくってあげたい
② アレルギー対応が細やかにできる
③ 子どもの好きな物を反映できるから
④ その日の体調に合わせて量を調整できるから
⑤ 弁当の食べ残しにより子どもの体調を把握できる
⑥ 弁当を通じて子との会話ができる
⑦ その他（　　）
① 弁当箱に盛り付けられた給食も選べると栄養バランス
の補填ができる

② 両方の弁当を選べることで子どもの楽しみが広がる

③ 毎日弁当をつくる負担の軽減になる
④ その他（　　）
① 温かい昼食
② 栄養バランスの良さ
③ 経済的に恵まれない家庭の支援
④ アレルギー対応の細やかさ
⑤ 苦手な食材の克服
⑥ 食材の安全性
⑦ 食への関心や知識の取得
⑧ その他（　　）

7

10
質問７で③と回答の方
「家庭の弁当」と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

11

質問７で④と回答の方
「選択できる昼食」と答えた理由は何で
すか
（２つ以内選択）

12
中学校給食に期待することは何ですか
（３つ以内選択）

4

8

質問７で①と回答の方
「小学校のような給食」が良いと答えた
理由は何ですか
（３つ以内選択）

9

質問７で②と回答の方
「弁当箱に盛り付けられた給食」が良い
と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

昼食

質問３で②③④と回答の方
お弁当を作らない日のお子さんの昼食は
どうしていますか

6
質問３で②③④と回答の方
お弁当を作らない日のお子さんの昼食代
はどれぐらいですか

5

質問３で②③④と回答の方
お弁当を作るのに課題となっている理由
は何ですか

中学校での昼食について何を食べさせた
いですか

朝食

1

中
学
校
保
護
者
用

あなたのお子さんは朝食を食べますか

2
質問１で②③④⑤と回答の方
あなたのお子さんが朝食を食べない理由
は何ですか

3
ご家庭ではお子さんのお弁当を作ってい
ますか



向日市中学校昼食　アンケート（中学校教職員用）（素案）

対
象

項目 № 質　問 選択肢

① １日３食を規則正しく食べること
② 食べ物の栄養について学ぶこと
③ 安全な食品の知識や選び方について学ぶこと
④ 食べ物を大切にし、生産等に係る人に感謝の心を持
つこと

⑤ 食事のマナーを身に付けること
⑥ 食文化の継承や郷土料理について学ぶこと
⑦ その他（　　）

① 関連教科の授業
② 特別活動

③ 給食の時間
④ 個別指導
⑤ その他（　　）
① 小学校のような給食
② 弁当箱に盛り付けられた給食
③ 家庭の弁当
④ 家庭の弁当か弁当箱に盛り付けられた給食を選択で
きる昼食

① 小学校の給食に慣れているから
② 温かい給食が提供できる
③ 栄養バランスが考えられているから
④ 食育の推進に繋がるから
⑤ みんなで同じ物を食べられるから
⑥ 好き嫌いを指導するきっかけになるから
⑦ 保護者の負担の軽減につながるから
⑧ その他（　　）

① 配膳・後片付けの手間が少なく、昼食にかける時間
が減り、時間を有効に使えるから

③ 栄養バランスが考えられているから
④ 食育にふれるきっかけになるから
⑤ みんなで同じ物を食べられるから
⑥ 好き嫌いを指導するきっかけになるから
⑦ 保護者の負担の軽減につながるから
⑧ その他（　　）
① アレルギー対応が細やかにできる
② 配膳・後片付けの手間が少なく、昼食にかける時間
が減り、時間を有効に使えるから

③ 子供の体格にあった分量を準備できる
④ その日の体調に合わせて量を調整できる
⑤ 弁当の食べ残しにより子どもの体調を把握できる

⑥ 弁当を通じて親子の会話ができる

⑦ その他（　　）
① 弁当箱に盛り付けられた給食も選べると栄養バラン
スの補填ができる

② 両方の弁当を選べることで子どもの楽しみが広がる

③ 毎日弁当をつくる親の負担の軽減になる
④ 親の体調不良に対応ができる
⑤ その他（　　）
① 共同作業を行うことで協調性を養える
② 栄養バランスの良さ
③ 経済的に恵まれない家庭の支援
④ アレルギー対応の細やかさ
⑤ 好き嫌いを指導するきっかけ
⑥ 食材の安全性
⑦ 食への関心や知識の取得
⑧ その他（　　）
① 中学生になると、食べ物の好みなどから、食べ残し
が多く出る可能性がある

② 配膳・後片付けの時間により、学校での他の活動時
間に影響がでる

③ 体格差が大きくなる中学生に応じた分量を準備する
のが難しい

④ 生徒が食べる早さの違いを負担に感じることがある
⑤ 給食指導等の教職員の負担が増える
⑥ 給食費徴収等の困難が予想される
⑦ その他（　　）

食育

1
給食をとおして生徒に伝えたいことは何
ですか
（３つ以内選択）

7

質問３で④と回答の方
「選択できる昼食」と答えた理由は何で
すか
（２つ以内選択）

8
中学校給食に期待することは何ですか
（３つ以内選択）

3
中学校ではどのような昼食がのぞましい
ですか

9
中学校給食を実施するにあたり課題と思
われる点は何ですか
（３つ以内選択）

4

2
食育を実施するにはどのような機会を利
用すれば最も効果があがると思いますか
（２つ以内選択）

質問３で①と回答の方
「小学校のような給食」が良いと答えた
理由は何ですか
（３つ以内選択）

5

質問３で②と回答の方
「弁当箱に盛り付けられた給食」が良い
と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

6
質問３で③と回答の方
「家庭の弁当」と答えた理由は何ですか
（３つ以内選択）

中
学
校
教
職
員

昼食



中学校の昼食に関するアンケートについて

※内容等について、後日お気づきの点があれば
向日市教育委員会　学校教育課までご連絡ください。

ＴＥＬ：０７５－９３１－１１１１
ＦＡＸ：０７５－９３１－２５５５

Ｅ-ｍａｉｌ：gakko@city.muko.lg.jp



日時　平成２７年９月３０日（水）　午後３時から
場所　向日市民会館　第１会議室
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